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一　般　質　問

大災害に対する防災態勢

ク
塀
補
助
金
以
外
は
考
え
て
い
な
い
。

防
災
マ
ッ
プ
再
作
成
は
作
業
中
。
河
川

内
除
草
は
「
農
地
・
水
」
制
度
の
活
用

で
地
域
対
応
を
。
災
害
の
廃
棄
物
処
理

計
画
で
は
、
分
別
を
前
提
に
池
田
公
園

や
地
域
公
園
を
置
場
と
し
て
い
る
。

池
田
町
の

　
　
障
が
い
者
雇
用

異
常
が
通
常
で
は

と
錯
覚
す
る
く
ら
い
、

大
災
害
が
頻
発
し
て
い

る
。
池
田
町
も
台
風
21

号
で
は
相
当
な
被
害
を

受
け
た
。「
①
町
内
の

危
険
構
造
物
（
看
板
・

自
販
機
・
学
校
内
）
の
実
態
や
対
策
等 

②
豪
雨
･
土
砂
災
害
へ
の
対
応
（
避
難

指
示
、
防
災
マ
ッ
プ
、
橋
梁
、
た
め
池
、

河
川
内
除
草
、
応
援
体
制
、
廃
棄
物
処

理
等
） 

③
今
後
の
展
望
（
治
山
･
治
水

要
望
、
計
画
他
）」
を
質
問
。

町
　
長

①
国
道･

県
道
沿
い
は
県
が
点
検
し
逐
次

対
応
。
自
販
機
等
は
広
報
を
活
用
し

点
検
を
Ｐ
Ｒ
。
学
校
等
の
キ
ャ
ビ

ネ
ッ
ト
や
下
駄
箱
等
は
転
倒
防
止
の

固
定
化
済
み
。

②
的
確
な
避
難
指
示
等
の
発
令
や
確
実

な
情
報
伝
達
に
努
め
る
。
防
災
無
線

だ
け
で
な
く
戸
別
受
信
も
検
討
。
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
戸
別
配
布
・
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
の
周
知
、
自
助
の
意
識

付
け
も
必
要
。
た
め
池(

八
幡
、
涼
雲

寺)

は
、
農
林
事
務
所
が
定
期
的
に
点

検
し
異
常
は
見
ら
れ
な
い
。
河
川
パ

ト
ロ
ー
ル
は
土
木
事
務
所
が
定
期
的

に
実
施
。
杭

瀬
川
は
土
木

事
務
所
を
通

じ
、
下
流
の

整
備
促
進
要

望
を
継
続
中
。

災
害
時
対
応

は
県
と
市
町
村
応
援
協
定
を
締
結
、

他
道
府
県
の
５
町
と
も
応
援
協
定
を

締
結
。

③
治
山･

治
水
事
業
は
県
が
事
業
主
体

で
計
画
的
に
進
行
中
。
治
山
事
業
は

保
安
林
指
定
が
条
件
で
、
国
・
県
の

１
０
０
％
事
業
。
地
元
要
望
は
す
べ

て
県
へ
報
告
済
み
だ
が
、
数
か
所
が

割
り
当
て
ら
れ
る
。

　

台
風
21
号
で
は
、
大
木
が
倒
壊
し
た

が
点
検
は
。
ブ
ロ
ッ
ク
塀
以
外
に
も
補

助
金
を
。
再
作
成
中
の
防
災
マ
ッ
プ
へ

の
最
近
の
教
訓
反
映
を
。
草
木
が
繁
茂

し
、
倒
木
が
引
っ
掛
か
る
懸
念
が
あ
る

杭
瀬
川
支
流
の
早
急
な
除
草
を
。
災
害

廃
棄
物
置
場
は
確
保
で
き
て
い
る
の
か
。

災
害
時
に
は
町
車
等
で
の
広
報
検
討
を
。

町
　
長

　

今
回
を
教
訓
に
看
板
や
大
木
は
、
区

長
会
を
通
じ
て
早
め
の
対
応
。
ブ
ロ
ッ

　

中
央
省
庁
の
水
増
し
や

県
教
委
の
不
適
切
算
入
が

報
道
さ
れ
た
。
町
役
場
と

関
連
団
体
の
過
去
５
年
間

実
績
は
。

町
　
長

　

町
は
障
害
者
手
帳
を
確
認

し
な
が
ら
算
定
し
て
い
る
。

町
長
部
局
で
３
名
、
教
育
委

員
会
部
局
で
１
名
を
雇
用
。

重
度
障
害
は
２
倍
換
算
で
町

長
部
局
は
４
人
と
な
り
、
前

年
度
ま
で
は
充
足
。
今
年
度

は
法
定
雇
用
率
の
0.2
％
引
上

げ
で
１
名
不
足
。
公
募
し
て

い
る
が
適
切
な
人
材
確
保
は

困
難
な
状
況
で
、
障
害
者
団

体
と
も
協
議
し
な
が
ら
進
め

て
い
く
。
社
会
福
祉
協
議
会

は
、
報
告
義
務
は
な
い
が
ク

リ
ア
し
て
い
る
。

池
田
町
の

　
　
文
書
管
理

政
府
文
書
の
偽
造
・
破
棄
等
が
不

信
を
呼
ん
で
い
る
。
町
の
公
文
書

管
理
（
対
象
、基
準
、期
間
等
）
は
。

町
　
長

町
は
文
書
規
定
に
沿
っ
て
実

施
。
公
文
書
は
、
課
長
補
佐
級
職

員
が
取
扱
責
任
者
と
な
り
、
規
定

通
り
に
分
類
・
保
存
。
最
終
廃
棄

時
は
、
部
長
等
が
立
会
う
。
保
存

期
間
は
５
分
類
で
、
毎
年
点
検
。

住
民
と
の
折
衝
や
会
議
等
は
、
記

録
を
残
し
後
日
に
備
え
て
い
る
。

　

折
衝
記
録
は
、
公
文
書
で
は
な

い
の
か
。
異
動
時
等
の
引
継
書
へ

の
反
映
は
。

町
　
長

個
人
記
録
と
し
て
お
り
、
重
要

部
分
・
事
案
を
引
継
書
と
し
て
い

る
。
各
自
の
記
録
と
引
継
書
は
別
。

法定雇用率 (％）  法定雇用人数(人)  町雇用障がい者数(人)
 年度（平成） 30 29 28 27 26 30 29 28 27 26 30 29 28 27 26
 町長部局 2.5 2.3 5 4 4
教委部局 2.5 2.3 1 1 1
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